
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
税　

務　

課
）　

　

一

 
規

則

　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
三
十
二
号

　
　
　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
一
条
の
二
中
「
第
五
十
三
条
第
四
十
項
又
は
第
四
十
一
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
三
十
九
項
又
は
第
四
十
項
」

に
改
め
る
。

　

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
第
五
十
三
条
第
四
十
五
項
及
び
第
四
十
六
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
四
十
四
項
及
び
第
四

十
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五
十
三
条
第
四
十
七
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
四
十
六
項
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
四
条
第
三
項
中
「
並
び
に
法
附
則
第
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
、
法
附
則
第
五
十
一
条
第
一
項

か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
法
附
則
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
三
条
第
一
項
中
「
交
付
の
日
か
ら
三
年
」
を
「
、
免
税
軽
油
使
用
者
証
を
交
付
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
免
税
軽
油
使
用
者
ご
と
に
県
税
事
務
所
長
が
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
」
に
改

め
る
。

　

附
則
第
七
項
を
附
則
第
八
項
と
し
、
附
則
第
六
項
を
附
則
第
七
項
と
し
、
附
則
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６　

減
免
条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
事
が
別
に
指
定
す
る
災
害
は
、
東
日
本
大
震
災
（
減
免
条
例
附
則
第
六

項
に
規
定
す
る
東
日
本
大
震
災
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
と
し
、
東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
の
減
免
条
例
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
期
間
は
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
家
屋
が
滅
失
又
は
損
壊
し
た
日
か
ら
平
成
三
十

三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

　

別
表
様
式
第
四
十
八
号
の
項
中
「
第
七
十
二
条
の
四
十
九
」
を
「
第
七
十
二
条
の
四
十
八
の
二
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
四
十
六
号
中

 

を　

 

に
、

「�

」
を
「�

」
に
、「�

」
を
「�

」
に
、「�

」
を
「�

」
に
、「�

」
を
「�

」
に
、「�

」
を
「�

」
に
、「�

」
を

「�
」
に
、「�

」
を
「�

」
に
、「�

」
を
「�

」
に
、「�

」
を
「�

」
に
、「�

」
を
「�

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
六
十
号
の
三
中
「お

け
る
宮
城
県
内

」
を
「お

け
る
宮
城
県
内
に
所
在
す
る
全
て

」
に
、

「２
平
成
23   年

３
月
11   日

現
在
の
宮
城
県
内
の
事
務
所
等
の
所
在
地

（1）　 平成24年３月31日　土曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第26号　　 
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円
人

当
該
年
度
 

�
賦
課
決
定

（
既
に
確
定

し
た
税
額
の

変
更
に
係
る

も
の
を
除

く
。）し
た
個

人
県
民
税
の

納
税
義
務
者

数

「

4,000円
人

平
成
19年

度
及
び
20年

度
の
賦
課
取
消

分
 

�

過年度賦課

取消分

3,300円
人

平
成
21年

度
及
び
22年

度
の
賦
課
取
消

分
 

�

3,000円
人

平
成
23年

度
以
降
の
賦
課

取
消
分
 
�

」
人

�
－
�
－
�
－
�

 
�

円
人

当
該
年
度
 

�
賦
課
決
定

（
既
に
確
定

し
た
税
額
の

変
更
に
係
る

も
の
を
除

く
。）し
た
個

人
県
民
税
の

納
税
義
務
者

数

「

4,000円
人

平
成
19年

度
及
び
20年

度
の
賦
課
取
消

分
 

�

過年度賦課

取消分

3,300円
人

平
成
21年

度
以
降
の
賦
課

取
消
分
 
�

」
人

�
－
�
－
�
 

�

所
　
　
　
　
在
　
　
　
　
地

事
務
所
等
の
名
称



を　

「２
平
成
23   年

３
月
11   日

現
在
の
宮
城
県
内
に
所
在
す
る
全
て
の
事
務
所
等
の
所
在
地

 

に
、

「「宮
城
県
内

」
を
「「宮

城
県
内
に
所
在
す
る
全
て

」
に
、

「
 

を

 

」　

「
 

に

 

」　

改
め
る
。

　

様
式
第
六
十
号
の
四
表
中

 

を　

 

に
、

 

を　

 

に
改

め
、
同
様
式
裏
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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」
�

差
引
震
災
に
よ
り
生
じ
た
損
失

の
額
（
�
－
�
）

「

」

所
　
　
　
　
在
　
　
　
　
地

事
務
所
等
の
名
称

　

　
　
　
　
銀
行
　
　
　
　
支
店

口
座
番
号

（
当
座
・
普
通
）

還
付
を
受
け
よ
う

と
す
る
金
融
機
関

氏
名

関
与
税
理
士

」
電
話

」
�

差
引
震
災
に
よ
り
生
じ
た
損
失

の
額
（
�
－
�
）

「

」
�

資
本
金
の
額
又
は
出
資
金
の
額
等
の
１
／
２
の
額

（
�
又
は
�
×
１
／
２
（
円
未
満
切
り
捨
て
）

「

�
資
本
金
の
額
又
は
出
資
金
の
額
等
の
１
／
２
の
額

（
�
又
は
�
×
１
／
２
（
円
未
満
切
り
捨
て
）

「

　
　
　
　
銀
行
　
　
　
　
支
店

口
座
番
号

（
当
座
・
普
通
）

還
付
を
受
け
よ
う

と
す
る
金
融
機
関

氏
名

関
与
税
理
士

」
電
話

�
　
「
平
成
23年

３
月
11日

現
在
の
宮
城
県
内
の
事
務
所
等
の
所
在
地
」
欄
は
，
平
成
23年

３
月
11日

が
属
す

る
事
業
年
度
後
の
事
業
年
度
の
申
請
も
，
平
成
23年

３
月
11日

の
属
す
る
事
業
年
度
と
同
じ
内
容
に
な
り
ま

す
。

�
　
事
務
所
等
の
所
在
地
が
確
認
で
き
な
い
場
合
は
，
事
務
所
等
の
所
在
地
が
確
認
で
き
る
書
面
の
添
付
を
求

め
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

�
　
事
務
所
等
の
所
在
地
が
確
認
で
き
な
い
場
合
は
，
事
務
所
等
の
所
在
地
が
確
認
で
き
る
書
面
の
添
付
を
求

め
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。



　

様
式
第
六
十
一
号
（
そ
の
二
）
中
「附

則
第
16   項

」
を
「附

則
第
22   項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
六
十
二
号
の
二
中
「，

附
則
第
10   条

の
９

」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

（3）　 平成24年３月31日　土曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第26号　　 
（
裏
）

記
載
上
の
注
意

１
　
法
人
県
民
税
（
法
人
税
割
）
及
び
法
人
事
業
税
に
係
る
「
課
税
標
準
額
�
」
欄
，「
税
額
�
」
欄
，「
控
除
額
�
」

欄
，「
納
付
す
べ
き
税
額
�
」
欄
は
，
宮
城
県
に
係
る
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

２
　
「
課
税
標
準
額
�
」
欄
及
び
「
税
額
�
」
欄
は
，
地
方
税
法
施
行
規
則
第
6号
様
式
（
以
下
「
申
告
書
」
と
い

う
。）
の
次
の
欄
に
対
応
す
る
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

３
　
「
控
除
額
�
」
欄
は
，
法
人
事
業
税
に
係
る
他
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
課
税
免
除
及
び
不
均
一
課
税
に
よ
り
減

額
さ
れ
る
額
又
は
減
額
さ
れ
る
見
込
の
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

４
　
「
減
免
申
請
額
」
の
計
算
に
お
い
て
百
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
，
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
上
げ
て
く

だ
さ
い
。

５
　
�
～
�
に
つ
い
て
は
，
損
益
計
算
書
に
計
上
さ
れ
て
い
る
特
別
損
失
に
属
す
る
損
失
の
う
ち
震
災
に
よ
り
受
け

た
損
失
の
金
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。（
災
害
損
失
引
当
金
の
戻
入
等
，
震
災
の
損
失
に
関
す
る
特
別
利
益
の

金
額
が
生
じ
る
場
合
等
は
，
基
本
的
に
そ
の
金
額
は
損
失
額
か
ら
控
除
し
ま
す
。）

６
　
「
そ
の
他
特
別
損
失
に
係
る
も
の
�
」
欄
は
，
震
災
に
よ
る
操
業
・
営
業
休
止
に
伴
う
不
稼
働
損
（
生
産
等
停

止
中
に
係
る
人
件
費
，
減
価
償
却
費
等
），
取
引
先
に
対
す
る
見
舞
金
，
復
旧
支
援
費
用
（
債
権
の
免
除
損
を
含

む
。）
等
を
特
別
損
失
と
し
て
計
上
し
た
金
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

７
　
「
繰
延
資
産
�
」
欄
に
は
，
震
災
に
よ
り
受
け
た
損
失
を
繰
延
経
理
に
よ
り
繰
延
資
産
と
し
て
貸
借
対
照
表
に

計
上
し
て
い
る
と
き
は
，
そ
の
金
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

８
　
「
�
に
補
填
さ
れ
た
保
険
金
又
は
損
害
賠
償
金
等
の
額
」
欄
は
，
震
災
に
よ
る
損
失
に
係
る
保
険
金
，
損
害
賠

償
金
，
補
助
金
（
家
屋
の
解
体
・
撤
去
に
係
る
補
助
金
等
）
等
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
，
当
該
額
が
損
益

計
算
書
で
特
別
利
益
等
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
る
場
合
も
，
震
災
に
よ
り
生
じ
た
損
失
に
よ
る
も
の
は
記
入
し
ま

す
。

９
　
「
資
本
金
の
額
又
は
出
資
金
の
額
�
」
欄
に
つ
い
て
は
，
平
成
23年

３
月
11日

の
属
す
る
事
業
年
度
の
申
告
書

の
「
期
末
現
在
の
資
本
金
の
額
又
は
出
資
金
の
額
」
欄
の
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
，
次
の
法
人
に
つ

い
て
は
，
�
～
�
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
�
　
資
本
金
の
額
又
は
出
資
金
の
額
が
300万

円
未
満
の
も
の

　
�
　
資
本
又
は
出
資
を
有
し
な
い
も
の

　
�
　
県
税
条
例
第
22条

第
2項
に
お
い
て
法
人
と
み
な
さ
れ
る
も
の

10　
「
�
～
�
」
欄
に
つ
い
て
は
，
平
成
23年

３
月
11日

の
属
す
る
事
業
年
度
末
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
に
計
上

さ
れ
て
い
る
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

11　
「
�
～
�
」
欄
に
つ
い
て
は
，
税
引
前
の
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

12　
震
災
事
業
年
度
後
に
次
に
よ
り
震
災
に
よ
る
損
失
額
が
変
更
さ
れ
る
場
合
は
，
�
～
�
欄
は
必
ず
記
入
し
て
下

さ
い
。
な
お
，
変
更
が
な
い
場
合
に
お
い
て
も
，
�
～
�
欄
は
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

�
　
前
事
業
年
度
ま
で
に
計
上
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
震
災
に
よ
る
特
別
損
失
，
特
別
利
益
，
繰
延
資
産
が
生
じ
た

場
合

�
　
前
事
業
年
度
ま
で
に
計
上
し
た
震
災
に
よ
る
見
積
も
つ
た
損
失
額
が
確
定
し
た
場
合

�
　
そ
の
他
前
事
業
年
度
ま
で
の
震
災
に
よ
る
損
失
額
を
変
更
し
た
場
合

13　
「
�
」
欄
に
は
，
前
事
業
年
度
ま
で
の
�
�
の
額
の
合
計
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

14　
添
付
書
類

�
　
損
益
計
算
書

�
　
損
益
計
算
書
で
震
災
に
よ
る
特
別
損
失
又
は
特
別
利
益
の
額
が
確
認
で
き
な
い
と
き
は
，
そ
の
額
が
確
認
で

き
る
書
類

�
　
貸
借
対
照
表

�
　
貸
借
対
照
表
で
震
災
に
よ
る
繰
延
資
産
の
額
が
確
認
で
き
な
い
と
き
は
，
そ
の
額
が
確
認
で
き
る
書
類

�
　
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
書
類

15　
平
成
23年

３
月
11日

が
属
す
る
事
業
年
度
（
以
下
「
震
災
事
業
年
度
」
と
い
う
。）
の
単
年
度
で
は
減
免
要
件

を
満
た
し
て
い
た
が
，
次
の
場
合
等
に
お
い
て
減
免
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
つ
た
場
合
に
は
，
前
事
業
年
度
の
減

免
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

�
　
震
災
に
よ
り
生
じ
た
費
用
に
補
填
さ
れ
る
保
険
金
又
は
損
害
賠
償
金
等
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
，
震
災
事
業

年
度
で
計
上
し
な
か
つ
た
が
，
震
災
事
業
年
度
後
に
計
上
し
た
場
合

�
　
震
災
事
業
年
度
に
お
い
て
見
積
額
で
計
上
し
て
い
た
損
失
額
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